
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
へ

限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
有
効
期
限
が
７
月
31
日
㈰
で

す
。
８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要

な
方
は
、
交
付
申
請
手
続
を
し
て

く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
限
度
額
等
の
支
払
い
に

つ
い
て

　

70
歳
未
満
の
方
は
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
「
限
度
額
認
定
証
」
を

提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費

（
１
カ
月
ご
と
）
の
支
払
金
額
が
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
住
民
税
が
非
課
税
世

帯
の
場
合
は
、
入
院
時
の
食
事
代

も
あ
わ
せ
て
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

70
歳
以
上
の
方
は
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
場
合
に
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
提
示
す
る
こ
と
で
、
自
己
負
担

限
度
額
や
入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

受
付
開
始
日　
７
月
１
日
㈮ 

申
請
に
必
要
な
も
の　
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
通

知
カ
ー
ド
、
来
庁
さ
れ
る
方
の
本

人
確
認
書
類

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

入
院
時
の
領
収
書
ま
た
は
証
明
書

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

保
険
年
金
課

（
☎
22

－

１
１
１
８
）
へ

「
市
税
等
口
座
振
替
済
通

知
書
」の
廃
止
に
つ
い
て

　

市
税
等
を
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
さ
れ
て
い
る
方
に
「
口
座
振
替

済
通
知
書
」
を
発
送
し
て
い
ま
し

た
が
、
経
費
削
減
お
よ
び
省
資
源

化
の
観
点
か
ら
、
平
成
29
年
度
よ

り
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」
の
送

付
を
廃
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
後
は
お
手
元
の
預
貯
金
通
帳
へ

の
記
帳
に
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

「
市
税
等
口
座
振
替
済
通
知
書
」

を
廃
止
す
る
科
目

①
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

②
軽
自
動
車
税
（
車
検
の
必
要
な

軽
自
動
車
は
、
引
き
続
き
「
口
座

振
替
済
通
知
書
兼
納
税
証
明
書
」

を
送
付
し
ま
す
。）

③
固
定
資
産
税

④
国
民
健
康
保
険
税（
普
通
徴
収
）

⑤
介
護
保
険
料

⑥
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

問
い
合
わ
せ
は

①
②
③
④
は
納
税
課
（
☎
22

－

１

７
９
２
）
へ

⑤
は
介
護
・
な
が
い
き
課
（
☎
22

－
１
７
９
３
）
へ

⑥
は
保
険
年
金
課
（
☎
22

－

８
０

６
４
）
へ

臨
時
福
祉
給
付
金
の

受
付
終
了
に
つ
い
て

　

臨
時
福
祉
給
付
金
（
高
齢
者
向

け
給
付
金
）
の
受
付
期
限
が
８
月

１
日
㈪
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
、
申
請
書
を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
給
付
金
対
象
者
の
方
は
、

お
早
め
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に

て
福
祉
課
ま
で
郵
送
し
て
い
た
だ

く
か
、
市
役
所
新
庁
舎
１
階
「
臨

時
福
祉
給
付
金
窓
口
」
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　
福
祉
課
（
☎
22

－

１
５
９
２
）
へ

督
促
状
の
発
行
に
つ
い
て

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
を
納
付
さ

れ
な
か
っ
た
方
に
は
、
法
令
に
基

づ
き
、
納
期
限
か
ら
20
日
以
内
に

督
促
状
を
発
行
し
、
督
促
手
数
料

（
１
０
０
円
）
を
徴
収
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

税
金
は
納
期
内
納
付
が
原
則

で
、
納
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
は
督

促
状
の
作
成
や
発
送
等
に
経
費
が

か
か
り
ま
す
の
で
、
経
費
を
最
小

限
に
抑
え
る
た
め
に
も
納
期
内
納

付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　
納
税
課
（
☎
22

－

１
７
９
２
）
へ

マイナンバーカード（個人番号カード）を申請さ
れている方で、４月までに申請された方について
は、カードが作成されています。受け取りについ
ては、すでにはがきで「個人番号カード交付・電
子証明書発行通知書」をお送りしています。交付
通知書が届いている方は、お早めに受け取りにお
越しください。
４月までに申請されている方で、通知書が届いて
いない方や、紛失された方は、事前に市民生活課
へお問い合わせください。※受け取りの日時は、
あらかじめ電話で予約をお願いします。

【休日受け取り窓口について】
現在、マイナンバーカードの受け取りについては、
土・日（第３を除く）・祝日も、窓口を開設して
いますが、８月からは、日曜日（第３を除く）の
みに変更します。ご注意ください。

予約・問い合わせは　市民生活課（☎22−1116）へ

マイナンバーカードを申請されている方へ

子育て・介護で、なかなか外に働きに出たいけど出てい
けない。そんな風に悩んでいる方、時間や場所にとらわ
れないテレワークを使った自分らしい働き方を一緒に考
えてみませんか。お子さま連れ、幅広い年代の方、大歓
迎です。
対象　市内在住の女性
日時　７月22日㈮　10:00～12:00
場所　富岡公民館 1 階　和室
定員　先着10人　　参加費　無料
申込方法　住所、氏名、年齢、電話番号、お子さま連れ
の場合はお子さまの年齢を記入のうえ、電話、ファクス
またははがきでお申込みください。
申込期間　７月８日㈮～20日㈬（当日消印有効）
※いただいた個人情報は目的以外に使用しません。
申込み・問い合わせは　〒774-8501　富岡町トノ町12番地3
男女共同参画室（☎22−7401・FAX22−4785）へ

ささゆり通信第 82 号

女性のための働き方
ワークショップ参加者募集

情
報
公
開
･
個
人
情
報
保
護

制
度
の
施
行
状
況
の
内
容

　

平
成
27
年
度
の
施
行
状
況
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

情報公開・個人情報保護の施行状況 　（単位：件）

開示
請求

処理
件数

　処理の状況
公開率開示 部分

開示 不開示 不存在

情報公開 30 30 7 19 0 4 100％

個人情報 8 8 4 2 0 2 100％

公開率（%）＝　 開示件数＋部分開示件数　 ×100
　　　 処理件数－不存在件数

問
い
合
わ
せ
は　

行
政
情
報
課

（
☎
28

－

９
８
８
５
）
へ

農
地
中
間
管
理
事
業
の
募
集

　

農
業
経
営
の
効
率
化
を
進
め
る

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約

化
を
進
め
る
た
め
、
農
地
中
間
管

理
機
構
が
設
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

農
地
中
間
管
理
機
構
を
通
じ
て

農
地
を
貸
し
出
し
た
い
方
や
農
地

の
借
受
け
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

７
月
か
ら
９
月
末
ま
で
に
公
益
財

団
法
人
徳
島
県
農
業
開
発
公
社

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
ま
た
は
市
農
林

水
産
課
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　
（
公
財
）
徳
島

県
農
業
開
発
公
社
（
☎
０
８
８

－

６
２
４

－

７
２
４
７
）
ま
た
は
農

林
水
産
課（
☎
22

－

１
５
９
８
）へ

市
内
事
業
所
の
経
営
者・

管
理
者
の
皆
さ
ま
へ

　

本
市
で
は
、
差
別
落
書
き
等
の

防
止
の
た
め
に
公
共
施
設
や
量
販

店
の
ト
イ
レ
な
ど
の
定
期
的
な
巡

視
活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

各
事
業
所
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

人
権
を
ふ
み
に
じ
る
悪
質
な
落
書

き
等
を
防
ぐ
た
め
に
、
ト
イ
レ
や

人
通
り
の
少
な
い
箇
所
等
の
定
期

的
な
点
検
を
実
施
し
、
ト
イ
レ
な

ど
は
常
に
明
る
く
、
清
潔
感
あ
ふ

れ
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
頃
か
ら
落
書
き
し
に
く
い
状
況

を
つ
く
る
な
ど
の
対
策
を
お
願
い

し
ま
す
。

差
別
落
書
き
を
発
見
し
た
ら

　

万
が
一
、
人
権
を
侵
害
す
る
よ

う
な
内
容
の
落
書
き
な
ど
を
発
見

し
た
時
は
、
そ
の
場
で
消
去
せ
ず
、

で
き
る
だ
け
早
く
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

人
権
教
育
課

（
☎
22

－

３
３
９
２
）
ま
た
は
人

権
・
男
女
参
画
課
（
☎
22

－

３
０

９
４
）
へ

都
市
計
画
才
見
町
旭
越
山・

落
雷
裏
地
区
計
画（
素
案
）

の
説
明
会
お
よ
び
公
聴
会
等

に
つ
い
て

　

才
見
町
旭
越
山
地
区
の
約
４
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
お
い
て
職
住
近
接
型

の
地
区
計
画
策
定
の
説
明
会
お
よ

び
公
聴
会
等
を
開
催
し
ま
す
。

説
明
会
日
時　
７
月
６
日
㈬　

午

後
７
時
～

説
明
会
場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館
２

階　

21
世
紀
室

公
聴
会
日
時　
７
月
26
日
㈫　

午

後
２
時
～
５
時

公
聴
会
場
所　
ひ
ま
わ
り
会
館
２

階　

研
修
室
う
め

※
公
述
申
出
の
申
請
は
７
月
21
日

㈭
午
後
５
時
15
分
ま
で
に
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
く
わ
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

素
案
の
縦
覧　
７
月
６
日
㈬
～
20

日
㈬
に
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
縦

覧
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
（
☎
22

－

１
５
９
６
）
へ

公
共
下
水
道
受
益
者
負

担
金
の
納
付

　

平
成
28
年
度
の
納
付
書
は
８
月

上
旬
に
受
益
者
に
発
送
し
ま
す
。

　

納
付
対
象
は
、
分
割
払
い
で
納

付
さ
れ
て
い
る
方
や
平
成
27
年
７

月
以
降
供
用
開
始
に
な
っ
た
土
地

で
、
納
付
猶
予
を
受
け
ら
れ
て
い

た
方
な
ど
で
す
。

納
期　
８
月
、
11
月
、
２
月

口
座
振
替
の
手
続
き　
口
座
振
替

（
分
割
払
い
の
み
）
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
次
の
金
融
機
関
に
「
口

座
振
替
依
頼
書
」
を
備
え
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
７
月
15
日
㈮
ま
で

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

阿
波
銀
行
、
徳
島
銀
行
、
四
国
銀

行
、
高
知
銀
行
、
阿
南
信
用
金
庫
、

四
国
労
働
金
庫
、
阿
南
農
業
協
同

組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
阿
南
市

内
各
店
舗

問
い
合
わ
せ
は　
下
水
道
課
（
☎

22

－

１
７
９
６
）
へ

救急医療情報キットとは、高齢者の方が緊急連絡先や
かかりつけの病院、持病などの情報を記入したシート
を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくこ
とで、万一の緊急時に備えるものです。119番通報で
駆けつけた救急隊員がキットの情報を確認することに
より、適切かつ迅速な処置が可能となり、ご家族への
連絡もスムーズに行えるようになります。
配付の対象となる方　
▶ひとり暮らしの65歳以上の高齢者
▶65歳以上の高齢者のみの世帯の方
▶日中、１人になることがある65歳以上の高齢者
※配付は１世帯に１個です。
申請および配付の方法　申請窓口で申請書にご記入いただくと、その場で
キットをお渡しします。申請書の記入に印鑑は不要です。
申請窓口　介護・ながいき課、各支所、各住民センター、各高齢者お世話セ
ンター
※救急医療情報キットを既にお持ちの方で、救急医療情報シートの内容に変

更があった方は、新しい内容に書き換えておいてください。
問い合わせは　介護・ながいき課（☎22−1793）へ

救急医療情報キットの配布

広報あ な ん 2016.07　1011　広報あ な ん 2016.07



阿
南
警
察
署
だ
よ
り

夏
の
海
、
河
川
等
に
お
け
る
水
難

事
故
の
防
止

　

気
温
の
上
昇
に
よ
り
、
水
辺
で

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
方
が
増
加
す

る
一
方
、
毎
年
水
難
事
故
に
よ
り

尊
い
命
が
失
わ
れ
て
い
る
の
も
こ

の
時
期
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
水

難
事
故
は
ひ
と
た
び
発
生
す
る
と

命
の
危
険
に
直
結
し
や
す
い
こ
と

か
ら
、
水
辺
で
の
レ
ジ
ャ
ー
を
楽

し
む
際
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、

水
難
事
故
を
防
が
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

悲
し
い
事
故
を
未
然
に
防
い
で
、

楽
し
い
思
い
出
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
は　

阿
南
警
察
署

（
☎
22

－

０
１
１
０
）
へ

あぶない !こんなに事故が
交通
事故

件　数
死　者
負傷者

211件（998）
0人（    2）
34人（133）

救急 件　数
搬送人員

262件（1,421）
258人（1,384）

火災 件　数
損害額

1件（  17）
0千円（6,596千円）

●阿南署管内平成28年５月分合計。カッコ内は１月からの累計。
　損害額は未確定分を含んでいません。

●教育長報告
　①各学校からの校長ヒアリングについて
　②アクティブ・ワン・プロジェクト事業選考について
　③こころのプロジェクト「夢の教室」開催について
　④「赤ちゃん授業」開催について
　⑤園・学校訪問について
●学校評議員の委嘱について（学校教育課）
●学校訪問について（学校教育課）
●阿南市社会教育委員の委嘱について（生涯学習課）
●阿南市学校給食審議会委員の委嘱について（学校給食課）
●阿南市図書館協議会委員の委嘱について（阿南図書館）
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
　くわしくはお問い合わせください。
問い合わせは　教育委員会総務課（☎22−3299）へ

５月定例会（５月24日開催）で、次の内容
について審議し、承認されました。

教育委員会定例会だより

■展示コーナー　10:00～20:00
※初日と最終日は催しによって終了時間が異なります。

○縫い物サークル作品展　～３日㈰まで
○みんなの夏　５日㈫～18日㈷
○野球のまち阿南関連グッズ展示　20日㈬～31日㈰
■体験コーナー

○しじみがきんぎょに！　９日㈯　14:00～15:30
【申込締切日】７日㈭　　【参加費】300円　
【定員】5人　　【持参物】なし
○楽しくプリザーブドフラワーアレンジ
10日㈰　13:00～15:00
【申込締切日】８日㈮　　【参加費】2,500円
【定員】10人　　【持参物】なし

問い合わせは　阿南光のまちステーションプラザ（☎24−3141）へ

光 のまちステーションプラザ

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

７月の催し

問い合わせは　野球のまち推進課（☎22−1297）へ

○野球のまち阿南 第２回少年野球全国大会
　22日㈮　15:00～　開会式　

JAアグリあなんスタジアム
　23日㈯　9:00～　１回戦　

JAアグリあなんスタジアムほか３会場
　24日㈰　9:00～　２回戦・準々決勝　

JAアグリあなんスタジアムほか１会場
　25日㈪　9:00～　準決勝・決勝　

JAアグリあなんスタジアム
○阿南市高校野球新人交流戦　２日㈯、３日㈰　　
○壮年夜間大会
　４日㈪、６日㈬、７日㈭、11日㈪、13日㈬、
　14日㈭、25日㈪、27日㈬
○県中学総体
　９日㈯、16日㈯、17日㈰、18日㈷、21日㈭
○プライドジャパン甲子園県予選　10日㈰
○マスターズ甲子園徳島大会　30日㈯、31日㈰
○四国アイランドリーグPlus公式戦
　31日㈰　18:00～　徳島対高知

球場へ行こう!
JAアグリあなんスタジアム

７月の日程

日時　７月30日㈯　13:20開会
場所　文化会館１階　ホール
演題　差別をしない社会づくりについて
　　　−部落問題を中心に−
講師　関西大学人権問題研究室委嘱研究員
　　　宮前千雅子さん
※託児あり（要申込み：７月21日㈭まで）
※駐車台数が限られていますので、乗り合わせにご協力ください。
問い合わせは　人権・男女参画課（☎22−3094）へ

同和問題講演会
●おいしいアイスコーヒーの入れ方
コーヒーに興味のある方、ちょっとしたコツでおいしいコー
ヒーを楽しみましょう。
日時　７月12日㈫　19:00～20:30
定員　15人　参加費　300円（コーヒーのおみやげ付き）
講師　好岡 祐さん（BLUE　SPOON）申込締切日　７月５日㈫
●自分でできるハンドケア＆カラーリング
何かと目に止まる指先をお洒落してみよう。
日時　７月15日㈮、22日㈮、29日㈮、８月５日㈮（全４回）

19:00～21:00
定員　８人　　参加費　1,000円（材料費）
講師　岡久未央さん　持参物　ハンドタオル、フェイスタオル
申込期限　定員に達し次第締切
〈共通事項〉
場所　勤労青少年ホーム
対象　市内に居住または職場を有する35歳までの勤労青少年

（学生を除く）※当ホーム未登録者は、入会費1,000円が必要
申込み・問い合わせは　勤労青少年ホーム（☎42−4572）へ
※受付時間は土、日、祝日を除く13:00～20:00

勤労青少年ホーム短期講座受講者募集阿南市文化会館と阿南市情報文化センターを管理する

「指定管理者」を募集
公の施設の管理については、平成15年６月に地方自治法（昭和22年法律第67号）の改正
により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と経費の縮減を図ることを
目的として指定管理者制度が導入されました。
このことから、次の公立文化施設について、平成29年４月１日から指定管理者制度を導
入します。

【業務内容】　
両館の管理運営業務。詳細は募集要項をご覧ください。

【募集要項】
募集要項などの資料は、７月25日㈪から文化振興課で配布します。市ホームページの新着
情報からも入手できます。

【応募資格】
県内に事務所を置く、または置こうとしており一般競争入札の参加を制限されていないなど
の条件に適合する法人やその他の団体。個人の応募はできません。詳細は募集要項をご覧く
ださい。

【候補者・指定管理者の決定】
候補者は11月下旬ごろに決定する予定です。決定後、市議会の議決を経て指定管理者を決
定します。

【応募方法・問い合わせは】
９月１日㈭～14日㈬に下記まで所定の書類を提出してください。
阿南市富岡町西池田135番地１
文化振興課（阿南市文化会館内）

（☎22－1798）　e-mail:kyoubun@city.anan.tokushima.jp

【施設名等】

施設名：阿南市文化会館
所在地：富岡町西池田135番地1

施設名：阿南市情報文化センター
所在地：羽ノ浦町中庄上ナカレ16番地３
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